
江東区町会・自治会地域活性化事業補助金交付要綱 

令和５年３月３１日 

４江地地第１８７７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区（以下「区」という。）内の町会又は自治会（以

下「町会等」という。）が主催する事業の実施に要する経費を補助すること

により、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、区と事務委託契約を締結している町会等とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、町会等が主催し、区内で実施する地域コミュニティ

の活性化及び地域住民の交流を図ることが目的であると認められる事業であ

って、別に定める期間内に実施し、完了するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象としない。 

(1) 国、他の地方公共団体等又は区の補助制度における同種の補助金の交付

を受けている事業 

(2) 宗教活動又は政治的活動を含む事業 

(3) 参加の対象者を会員、一部の住民等、特定の者に限定している事業 

(4) 補助対象事業の全てを委託する事業 

(5) 営利を目的とする事業 

(6) 主に宴会又は会食を目的とする事業 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、前条の補助対象事業の実施当日に要した経費のうち、

別表に掲げるものとする。ただし、区長が適当でないと認める経費を除く。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は２０万円のうち、いずれ

か少ない額とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 補助金の額は、１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 



（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする町会等は、江東区町会・自治会地域活

性化事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、

区長に申請するものとする。 

(1) 江東区町会・自治会地域活性化事業補助金実施報告書（別記第２号様式） 

(2) 江東区町会・自治会地域活性化事業補助金事業決算書（別記第３号様式） 

(3) 補助対象経費に係る領収書 

(4) ポスター、チラシ等の補助対象事業の周知に用いた書類 

(5) 実施した補助対象事業の内容等が分かる写真 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 同一の町会等に対する補助金の交付は、同一年度内で１回に限るものとす

る。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、江東区町会・自治会地域活性化事業補助金交付決定通

知書（別記第４号様式）により、当該申請をした町会等に通知するものとす

る。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。 

（取下げ） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた町会等（以下「交付決定

者」という。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対し

て不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の

通知を受けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出する

ものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 交付決定者は、第７条の規定による通知を受けたときは、速やかに江

東区町会・自治会地域活性化事業補助金交付請求書兼口座振替依頼書（別記

第５号様式）により区長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対し速

やかに補助金を交付する。 



（交付決定の取消し） 

第１０条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、速やかに江東区町会・自治会地域活性化事業補助金交付決定取消通

知書（別記第６号様式）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助

金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

の定めるところによる。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

経費区分 内容 

感染症対策費 消毒液、マスク等の感染症対策に要する費用 

印刷費 ポスター、チラシ、プログラム等の印刷に要する費用 

委託費 会場、舞台、設備等の設営、撤去等の委託に要する費用 

謝礼金 講師等に支払う謝礼金 

使用料及び賃借料 会場、照明、音響機材等の使用賃借に要する費用 



物品購入費 事務用品、会場装飾品、カメラ等記録用機材等の物品購

入に要する費用 

工事費 照明、電気等の工事に要する費用 

その他 その他区長が必要と認める費用 



 



 



 



 



 



 


